
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  特定譲渡制限付株式による給与の取扱い           

Ｑ：役員に役務提供の対価として株式を交

付する場合の取扱いが新設されたそうですが、

どのようなものなのですか？                                

                                              

Ａ：対象となる株式を交付した費用(給与)

は、損金に算入されるというものです。 

【解説】 

いわゆる「リストリクテッド・ストック」

といわれるもので、法人が役員又は従業員等

(役員等)に役務の対価として、一定期間の譲

渡制限その他の条件が付されている株式(特

定譲渡制限付株式)を交付した場合には、その

譲渡制限が解除される日において、役務の提

供を受けたものとして、その費用(給与)の額

を、同日の属する事業年度において損金の額

に算入することが認められるという制度が創

設されました。この役員給与については、事

前確定届出給与としての届出は不要となって

います。対象となる株式は、次のものです。 

 ①役務提供の対価として交付される株式であ

ること 

 ②役務提供を受ける法人又はその法人の株式

等の全部を直接に保有する親法人の株式で

あること 

 ③一定期間の譲渡制限が設けられている株式

であること 

 ④法人により没収される無償取得事由として

勤務条件又は業績条件が達成されないこと

等が定められている株式であること 

 ⑤役務提供の対価として役員等に生ずる債権

の給付と引換えに交付される株式であるこ

と 
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